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平成 19.4.1

19.4.1

19.5.16

〜 5.17

19.5.22

19.5.28

〜 12.25

19.6.1

〜 6.30

19.6.12

〜 6.23

19.9.10

〜 9.28

年 月 日

大阪入国管理局処遇部門，執

行部門の新設

東部出張所の開設と大阪港出

張所の廃止

第 41 回「 国 際 航 空 運 送 協

会／入国管理機関関係部会

（IATA ／ CAWG）の開催」

「不法就労外国人対策等協議

会」の開催

タイにリエゾン・オフィサー

（連絡渉外官）を派遣

「不法就労外国人対策キャン

ペーン」の実施

上陸審査強化期間の設定

近畿 ･ 東海地区における集中

摘発の実施

出　　来　　事

大阪入国管理局処遇・執行部門を廃止し，処遇部門及び執行部

門を新設した。

東京都江戸川区に摘発専従型の東京入国管理局東部出張所を開

設するとともに大阪入国管理局大阪港出張所を廃止した。

21 か国の航空会社と出入国管理当局が参加する「国際航空運送

協会／入国管理機関関係部会（IATA ／ CAWG）」の第 41 回会

合を日本で開催（法務省と日本航空の共催）し，被退去強制者

の送還等について協議した。

警察庁，法務省及び厚生労働省の３省庁の関係課長による「不

法就労外国人対策等協議会」を開催し，不法就労外国人対策の

現状と今後の施策等について協議した。

タイのバンコク国際空港において，渡航文書の鑑識及び航空会

社職員等への助言等を行った。

不法就労の防止について，外国人や事業主，地方自治体，在日

外国大使館等に理解と協力を呼び掛けた。

全国の空・海港を対象とした上陸審査強化期間を設けて厳格な

上陸審査を実施した。

名古屋入国管理局及び大阪入国管理局等において近畿・東海地区

集中摘発を実施し，入管法違反外国人 509 人（男性 355 人，女

性 154 人）に対し，退去強制手続を執った。

（平成１９年度以降）

内　　　　　　容

資料編１　平成１９年４月１日以降の主な出来事
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19.10.1

19.10.2

〜 10.20

19.11.1

19.11.1

19.11.1

19.11.8

19.11.14

デンマーク政府との口上書の

交換に基づくワーキング・ホ

リデー制度の実施

上陸審査強化期間の設定

大学卒業後も継続して起業活

動を行う留学生の卒業後の継

続在留を認める措置の実施

「出入国管理及び難民認定法

第７条第１項第２号の基準を

定める省令の一部を改正する

省令」の施行

在留期間更新許可申請及び在

留資格の変更許可申請にかか

る不許可事例の公表

第 35 回「入管法違反事犯の

防止及び摘発対策協議会」

在留特別許可された事例及び

在留特別許可されなかった事

例の公表

デンマーク政府との口上書の交換に基づき一定の要件を満たす

18歳以上30歳以下のデンマーク国民に対し，滞在期間１年のワー

キング・ホリデー査証の無償発給が実施された。

全国の空・海港を対象とした上陸審査強化期間を設けて厳格な

上陸審査を実施した。

大学の学部又は大学院を卒業（又は修了）後 180 日以内に会社

法人を設立し起業して在留資格「投資 ･ 経営」に在留資格変更

許可申請を行うことが見込まれる，優れた起業・経営能力を有

する留学生について，一定の要件の下に，「短期滞在」への在留

資格変更を許可することとし，更に在留期間の更新を認めるこ

とにより，最大 180 日間の在留を認めることとした。

「日タイ経済連携協定」の発効を受け，在留資格「技能」に係る

基準省令の改正が行われ，同協定の適用を受けるタイ料理人につ

いて，タイ料理の調理に係る国家資格を有するなどの条件の下に，

上陸許可基準である 10 年以上の実務経験を５年に短縮した。

在留期間更新許可申請及び在留資格の変更許可申請の審査につ

いて，その運用の明確化と透明性の向上を図る観点から，おお

むね過去１〜２年の間にその申請を不許可とした事例を公表す

ることとした。

法務省，警察庁，外務省，財務省，厚生労働省，海上保安庁等

関係機関の実務担当者により，第 35 回「入管法違反事犯の防止

及び摘発対策協議会」を開催し , 不法入国及び不法就労事犯の現

状及び取締対策並びに人身取引事犯の現状及び対策について協

議した。

平成 18 年度に在留特別許可された事例及び在留特別許可されな

かった事例のうち，今後の参考となると思われるものを新たに

各 25 事例を法務省ホームページ上に公表した。

資
料
編
１　

主
な
出
来
事

年 月 日 出　　来　　事 内　　　　　　容
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19.11.20

19.11.26

〜 11.27

19.12.25

19.12.26

20.1.2

〜 1.19

20.2.12

〜 2.29

20.2.19

〜 2.20

20.2.25

「出入国管理及び難民認定法

の一部を改正する法律（平成

18 年法律第４３号）」の一部

施行

個人識別情報（バイオメトリ

クス）を活用した出入国審査

の開始及び自動化ゲートの供

用開始

第 21 回「東南アジア諸国出

入国管理セミナー」の開催

大阪入国管理局天王寺出張所

の廃止

「研修生及び技能実習生の入

国・在留管理に関する指針（平

成 19 年改訂）」の策定

上陸審査強化期間の設定

近畿・東海地区における集中

摘発の実施

第 13 回「偽変造文書鑑識技

術者セミナー」の開催

国際会議出席者等に対する円

テロの未然防止のため，日本への入国を申請する外国人（特別

永住者等を除く）に対し，上陸審査時に個人識別情報（指紋及

び顔写真）の提供を義務付けた。また，出入国の手続を簡素化・

迅速化して利便性を高めるため，事前に利用登録を行った日本

人及び一定の要件に該当する外国人について，成田空港に設置

された自動化ゲートを通過して出入国手続を行うことを可能と

した。

法務省において，環太平洋諸国 14 の国２つの地域及び３国際機

関の担当者を招へいして，「東南アジア諸国出入国管理セミナー」

を開催し，出入国管理行政上の問題について意見交換・検討した。

大阪入国管理局の移転に伴い，天王寺出張所を廃止した。

研修生・技能実習生の保護の強化を図るため，平成 11 年に策定

した指針の内容を見直し，受入れ機関が留意すべき事項などを

より明確にし，「不正行為」に該当する行為についても明確化を

図るなどの改訂を行った。

全国の空・海港を対象とした上陸審査強化期間を設けて厳格な

上陸審査を実施した。

名古屋入国管理局及び大阪入国管理局等において近畿・東海地区

集中摘発を実施し，入管法違反外国人 765 人（男性 435 人，女

性 330 人）に対し，退去強制手続を執った。

東京入国管理局成田空港支局において，17 の国，１地域及び１

国際機関から偽変造文書鑑識技術者を招へいして「偽変造文書

鑑識技術者セミナー」を開催し，偽変造文書鑑識技術などに関

する情報及び意見交換を行った。

国際会議等出席者については，会議等の主催者等からの便宜供

年 月 日 出　　来　　事 内　　　　　　容
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20.2.26

20.3.4

20.3.26

20.3.26

20.3.31

20.4.1

20.4.1

資
料
編
１　

主
な
出
来
事

滑な上陸審査の実施

北海道洞爺湖サミット対策本

部等の設置

「不法就労外国人対策等関係

局長連絡会議」の開催

「新たな在留管理制度に関す

る提言」の法務大臣への報告

「適法な在留外国人の台帳制

度についての基本構想」の策

定

在留資格の変更，在留期間の

更新許可のガイドラインの公

表

留学生の資格外活動許可申請

の個別許可についての通知

名古屋入国管理局警備監理

官，企画管理部門，処遇部門

及び執行部門の新設

与依頼等により，事前に入国時間等の情報を受けた上で，航空

会社による確実な誘導があれば，必要に応じて臨時専用レーン

等を設けることとした。また，空港での乗継時間が短く迅速な

審査を必要とする者についても，航空会社による確実な誘導が

あれば，個別審査を実施することとした。

北海道洞爺湖サミット及びＧ８関連会合の開催に際して，各国首脳

等の円滑な入出国手続き及び厳格な審査により，テロリスト等の入

国を阻止するため，サミット対策本部及び同対策室を設置した。

警察庁，法務省及び厚生労働省の３省庁の局長級による「不法

就労外国人対策等関係局長連絡会議」を開催し，不法就労外国

人対策の現状と今後の施策等について協議した。

法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会において，在

留管理専門部会の最終報告書を了承し，報告書「新たな在留管

理制度に関する提言」を取りまとめ，法務大臣に提出した。

総務省と共同で「適法な在留外国人の台帳制度についての基本

構想」を取りまとめた。

在留資格の変更，在留期間の更新について，申請者の予見可能

性を高める観点から，ガイドラインを策定し，相当性判断の代

表的な考慮要素を示した。

大 学 の 責 任 の 下 で 行 う 研 究 ･ 教 育 の 補 助 活 動 で あ る TA

（Teaching Assistant），RA（Research Assistant）について，個

別許可を可能にした。

名古屋入国管理局に警備監理官を新設するとともに，企画管理・

処遇・執行部門を廃止し，企画管理部門，処遇部門及び執行部

門を新設した。 

年 月 日 出　　来　　事 内　　　　　　容



資料編

90

（人）1-2　「投資・経営」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）2-1　「技術」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）1-1　「投資・経営」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）3-1　「人文知識・国際業務」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）3-2　「人文知識・国際業務」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）2-2　「技術」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（１）主な在留資格ごとの国籍（出身地）別新規入国者数・外国人登録者数の推移

資料編２　統　　計
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（人）1-2　「投資・経営」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）2-1　「技術」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）1-1　「投資・経営」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）3-1　「人文知識・国際業務」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）3-2　「人文知識・国際業務」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）2-2　「技術」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移 資
料
編
２　

統
計
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（人）4-2　「企業内転勤」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）5-1　「興行」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）4-1　「企業内転勤」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）6-1　「技能」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）6-2　「技能」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）5-2　「興行」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移
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資
料
編
２　

統
計

（人）4-2　「企業内転勤」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）5-1　「興行」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）4-1　「企業内転勤」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）6-1　「技能」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）6-2　「技能」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）5-2　「興行」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移
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（人）7-2　「留学」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）8-1　「就学」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移 

（人）7-1　「留学」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）9-1　「研修」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）9-2　「研修」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）8-2　「就学」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移
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資
料
編
２　

統
計

（人）7-2　「留学」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）8-1　「就学」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移 

（人）7-1　「留学」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）9-1　「研修」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）9-2　「研修」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）8-2　「就学」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移
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（人）11-1　「日本人の配偶者等」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）11-2 　「日本人の配偶者等」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）10　「永住者」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）12-2　「定住者」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）12-1　「定住者」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移
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資
料
編
２　

統
計

（人）11-1　「日本人の配偶者等」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移

（人）11-2 　「日本人の配偶者等」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）10　「永住者」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）12-2　「定住者」の在留資格による国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

（人）12-1　「定住者」の在留資格による国籍（出身地）別新規入国者数の推移
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（人）1-1　韓国人の在留資格別新規入国者数の推移 （人）1-2　韓国・朝鮮人の在留の資格別外国人登録者数の推移

（２）主な国籍（出身地）ごとの在留資格別新規入国者・外国人登録者数の推移
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資
料
編
２　

統
計

（人）1-1　韓国人の在留資格別新規入国者数の推移 （人）1-2　韓国・朝鮮人の在留の資格別外国人登録者数の推移
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（人）2-1　中国人の在留資格別新規入国者数の推移 （人）2-2　中国人の在留の資格別外国人登録者数の推移
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資
料
編
２　

統
計

（人）2-1　中国人の在留資格別新規入国者数の推移 （人）2-2　中国人の在留の資格別外国人登録者数の推移
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（人）3-1　フィリピン人の在留資格別新規入国者数の推移 （人）3-2　フィリピン人の在留の資格別外国人登録者数の推移
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資
料
編
２　

統
計

（人）3-1　フィリピン人の在留資格別新規入国者数の推移 （人）3-2　フィリピン人の在留の資格別外国人登録者数の推移
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（人）4-1　ブラジル人の在留資格別新規入国者数の推移 （人）4-2　ブラジル人の在留の資格別外国人登録者数の推移
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資
料
編
２　

統
計

（人）4-1　ブラジル人の在留資格別新規入国者数の推移 （人）4-2　ブラジル人の在留の資格別外国人登録者数の推移
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平成２０年３月

総務省・法務省

適法な在留外国人の台帳制度についての基本構想

はじめに
我が国に在留する外国人が年々増加していること等を踏まえ、政府は、外国人の在留管理に関す

るワーキングチームを設置し、外国人の在留情報の把握や在留管理の在り方について検討を進め、平

成 19 年７月３日には、法務大臣による外国人の在留情報の一元的把握、外国人住民に係る住民行政

の基礎とするための、市町村における一定の外国人情報の保有、管理、利用等を内容とする検討結果

が犯罪対策閣僚会議に報告されたところである。また、外国人登録制度の見直しについて、「規制改

革推進のための３か年計画」（平成 19 年６月 22 日閣議決定）において、「外国人の身分関係や在留に

係る規制については、原則として出入国管理及び難民認定法に集約し、現行の外国人登録制度は、国

及び地方公共団体の財政負担を軽減しつつ、市町村が外国人についても住民として正確な情報を保有

して、その居住関係を把握する法的根拠を整備する観点から、住民基本台帳制度も参考とし、適法な

在留外国人の台帳制度へと改編する」こととされ、遅くとも 21 年通常国会までに関係法案を提出す

ることとされた。また、「規制改革推進のための３か年計画（改定）」（平成 20 年３月 25 日閣議決定）

において、19 年度措置事項として、「総務省及び法務省が当該台帳制度の基本構想を作成し、公表する」

とされたところである。

これを踏まえ、総務省及び法務省は、法務大臣による在留情報の一元的把握等を図るための新たな

在留管理制度に対応し、市町村における適法な在留外国人の台帳制度（以下「本制度」という。）に

ついて共同で検討を進め、その基本構想を以下のとおりとりまとめた。

今後、市町村をはじめとする関係者からの意見を踏まえつつ、本制度の具体案を策定することとす

る。

１　本制度のねらい
現在、市町村における在留外国人の情報把握は外国人登録法（以下「外登法」という。）に基

づいて行われているが、新たな在留管理制度においては、我が国に在留する外国人の在留管理に

必要な情報を法務大臣が一元的に把握する制度となることから、これに対応し、すべての市町村

が在留外国人の正確な情報を把握し、住民行政の基礎とするため、適法な在留外国人の台帳制度

資料編３　「新たな在留管理制度に関する提言」
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を整備しようとするものである。

２　対象となる外国人の範囲
不法滞在者は本来我が国で在留する資格を有しない者であり、市町村が一般的に行政サービス

を行う対象とは位置付けられないことから、本制度は、市町村の住民であって我が国に適法に在

留する外国人を対象とすることを基本とする。具体的には、新たな在留管理制度との連携も考慮

し、新たな在留管理制度において在留カードの交付対象となる外国人及び特別永住者を対象とす

ることとする。その際、外国人の住所について検討することとする。

なお、不法滞在者の取締等の対策は、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）

により適切に行われるものである。

３　行政サービスへの活用等
我が国に適法に在留する外国人に対しては、各種行政サービスが適切に提供されることが望ま

しく、そのためには、外国人住民に係る基本的な情報が必要である。したがって、外国人の氏名、

住所、世帯等に係る必要な情報を台帳の記載事項とすることとする。また、事務処理の簡素化、

効率化を図るため、台帳は磁気ディスク等をもって調製することができることとする。

我が国に在留する外国人の増加に伴い、いわゆる混合世帯の構成員の把握の必要性が指摘され

ていることを踏まえ、混合世帯の的確な把握のあり方について検討するとともに、住民基本台帳

制度及び外国人登録制度を踏まえつつ、外国人の個人情報保護の観点も含め、開示のあり方につ

いて検討することとする。

さらに、このような観点から整備される台帳を基礎として、各種行政サービスとの連携、例え

ば、国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当、教育といった、生活に身近な行政分野にお

いて台帳を活用するとともに、外国人の市町村への届出等の簡素化などについて検討する。

これらの取組を通じ、外国人にとって生活しやすい環境の整備に向け、基礎的行政サービスを

提供するに当たり基盤となる制度を目指していく。

４　情報の正確性を確保するための措置
適法な在留外国人に適切に各種行政サービスを提供するためには、外国人に係る基本的な情報

を正確に把握することが必要である。

したがって、住民基本台帳制度と同様に、転入届とともに転出届等を制度化し、転出地市町村

において転出情報を速やかに把握することを可能にする。

また、外国人本人の申請以外によっても台帳への記載等をすることができるよう、市町村長に

よる職権記載、調査権等を制度化し、市町村における外国人の居住実態に即した情報把握を可能

にする。

さらに、法務大臣から市町村への情報提供を迅速かつ的確に行うことにより、新たな在留管理

制度との連携を密にし、情報の正確性を確保することとする。
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併せて、市町村間でも外国人に係る基本的な情報のやりとりを行うこととなるが、これらにつ

いて電子的に行う方策を検討する。また、戸籍に関する届出と本制度との連携も図る。

５　その他
その他、外国人登録原票に記載された情報の適法な在留外国人の台帳への移行など、新制度へ

の円滑な移行のために必要な措置についても検討することとする。また、代理人の範囲及び届出

義務者についても、住民基本台帳制度及び外国人登録制度を踏まえつつ、検討することとする。

都道府県の関与、罰則といった点についても、住民基本台帳制度を参考にするなどして適切に

措置するとともに、本制度の円滑な運営のため、国による必要な財政措置を講じることについて

も検討することとする。
※　新制度に係る名称は全て仮称である。
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第１節◆概況

入国管理局に係る行政訴訟等（以下「出入国管理関係訴訟」という。）は，我が国に不法滞在する

外国人に対して発せられた退去強制令書発付処分の取消しを求める訴訟や難民不認定処分の取消し

を求める訴訟がその大半をしめている。訴訟が提起され，新規に受理された件数は，ここ数年急増

しており，平成 19 年における新規の受理件数は，過去最高となった（表 51）。また，出入国管理関

係訴訟の年末における終了件数は，本案事件について見ると，14 年には 74 件であったものが，18

年には 190 件，19 年には 257 件と急増した。

このような急増の背景には，適正で充実した手続の下での迅速な裁判を目指す司法制度改革を指

摘することが出来る。特に，行政訴訟について，国民の権利利益のより実効的な救済手続を整備す

ることを目的とした「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」が平成 17 年４月１日に施行され，出

訴期間等の情報提供（教示）制度の新設，出訴期間の延長，取消訴訟等における被告適格の簡明化

等の改正がなされたことが，新規受理件数の増加の背景と指摘できる。また，15 年７月に公布，施

行された「裁判の迅速化に関する法律」により裁判所の手続全体の一層の迅速化が図られているこ

とが，終了件数の増加の背景と考えられる。

また，近時の出入国管理関係訴訟では，在留特別許可の義務付け，仮滞在許可の仮の義務付けや

収容令書発付及びその執行の差し止め及び仮の差止め等新たな形での訴えの提起が相次いでいる。

その背景には，「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」により，義務付け訴訟，差止め訴訟の法定，

本案判決前における仮の救済制度の整備が行われ，積極的にそれらの類型の訴訟制度が活用された

という事情を指摘することが出来る。
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資料編４　行政訴訟

表51　出入国管理関係訴訟（本案事件）定期事件の推移（平成19年末現在）
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第２節◆主な裁判例

裁判例１
原告が本件申請に提出した資料及びその後入手し，本訴で提出した資料には，いずれも不自然

な点があり，また，１回目と２回目の申請書類も含め，相互に矛盾が見られる等成立の真正に疑

義が認められ，原告は，身分関係を明らかにするための十分な資料を提出せず，偽変造の疑いす

らある資料を提出して本邦への上陸を申請しているのだから，原告は，自ら真正な身分関係を隠

蔽しようとしているのではないか合理的疑いが認められる。原告は，日本人夫との婚姻は，有効

かつ真正なものであるから，在留資格「日本人の配偶者等」としての上陸条件に適合する旨主張

するが，両者には，夫婦として実態のある共同生活を営む真摯な意思はないという合理的な疑い

があり，原告が本邦で行おうとしている活動が社会通念上虚偽のものでないと認めるに足りる立

証があったとは言えない。

【高松地方裁判所平成 19 年 12 月５日判決】

裁判例２
原告が政治的活動により，長時間拘束されていたとする時期においても，原告は在学していた

大学の推薦を受けて国営会社に就職したり，甲国の平均月収の２０倍近い高給を得ていたもので

あって，この両者の関係はうまく説明がつかないといわざるを得ない。そもそも，原告の主張す

る政治的活動自体は，組織的でない単発的な抵抗というべきものであって，その活動も本邦にお

ける一連の手続が進行するに従って徐々に積極的なものとなってきているものである点で誇張さ

れているとの疑いを払拭できない。

原告の供述には大きな変遷が見られ，特に訴訟提起後に初めて具体的な内容が供述されたもの

が数多く見られる。そのうち，拘束中に性的暴行を受けたとする点については，女性である原告

において，これを言い出すことに抵抗があるということは理解できなくない。しかし，ほぼ同時

期に行われたというエイズウイルス溶液の入った注射を使用した拷問についても同様の供述経過

を辿っており，難民認定の上で極めて重要な事実であることを勘案すると，述べる時期が遅れた

ことを正当化することはできないといえる。

【東京地方裁判所平成 19 年２月 16 日判決】

裁判例３
控訴人は，本件各処分の取消訴訟の訴えの利益を認めないと，出訴期間の教示が空文に帰し，

取消訴訟の提起を事実上認めないことになり，また，その結果義務付け訴訟の提起もできなくな

るのであって，憲法 32 条の裁判を受ける権利を侵害する旨主張する。しかし，本件においては，

本件各処分を取り消すことにより控訴人に回復する利益がないのであるから，この訴えを不適法

とするほかなく，その点は，控訴人の指摘する諸点を考慮しても異なるところはない。そして，

訴えの利益のない訴えを不適法として却下したからといって，裁判を受ける権利を侵害すること
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にはならない。

【東京高等裁判所平成 19 年５月３１日判決】

裁判例４
原告は，36 キログラムを超える大麻樹脂を本邦へ営利目的で輸入しようとしたという大麻取締

法及び関税法違反により懲役８年及び罰金 200 万円の有罪確定判決を受けているところ（上記判

決によれば上記大麻樹脂の量は我が国裁判史上例を見ない膨大なものとされている。），証拠上，

原告が本件犯行への関与を一貫して否定していたこともあって，原告の背後に存在することが窺

われる麻薬密売組織等の解明は上記判決手続によってもほとんど進んでいないことが認められる

こと等に照らすと，原告は，依然として，我が国社会にとって危険な存在であるといわざるを得

ない（難民条約３３条）。そうすると，原告は難民条約において，甲国への送還を拒否できる立場

にはないというべきである。

【大阪地方裁判所平成 19 年９月 28 日】
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近年の出入国管理行政をめぐる状況の変化は著しく，業務の量的増加及び質的複雑化・困難化を

反映して，組織・機構，人員等の整備・拡充が図られてきた。

平成 19 年度末現在，出入国管理行政は，法務省入国管理局を始めとする全国の入国管理関係機関

において 3,200 人余りの職員によって遂行されているが，出入国管理行政の抱える課題は多岐にわ

たっており，なお体制整備面での課題も少なくない。

第１節◆組織・機構

� 入国管理官署の概要
出入国管理業務を所掌する組織としては，法務本省の内部部局として入国管理局が設置され，また，

法務省の地方支分部局として，全国８つの地域ブロックごとに地方入国管理局，その下に支局及び出

張所（支局の出張所を含む。）が設置されている。また，法務省の施設等機関として全国３か所に入

国者収容所が設置されており，それぞれ法令に基づいて，出入国審査，在留審査，退去強制手続，難

民の認定といった出入国管理行政関係の様々な業務を行っている。

これら，入国管理局，地方入国管理局，支局，出張所及び入国者収容所を総称して「入国管理官署」

という（図 23，24）。

資料編５　組織・職員の拡充

図23　入国管理局組織表
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� 入国管理官署の主要な拡充
（１）円滑かつ厳格な出入国審査体制の強化に伴う組織の拡充

今日の出入国審査には「厳格化」と「円滑化」の一見背反する二つの方向性が強く求められている。

厳格化については，平成 15 年 12 月に犯罪対策閣僚会議で策定された「犯罪に強い社会の実現の

ための行動計画」において「国境を越える脅威への対応」が掲げられ，「入国審査時における在留

資格審査等の厳格化」に取り組む必要があると明示されており，水際対策の強化が強く求められ
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図24　法務省入国管理局所管事項
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ている。

一方で，我が国を訪れる外国人旅行者数を 2010 年（平成 22 年）までに倍増させることを目標

に政府が進める「観光立国推進基本計画」においては，その環境整備として入国手続の迅速化・

円滑化が求められている。

このような中，平成 18 年６月には成田空港において第１ターミナルビル南棟の供用が開始され

ており，羽田空港においては 17 年６月の日韓首脳会談での合意に基づき同年８月から羽田空港−

韓国金浦空港間のシャトル便が倍増し，19 年９月からは上海便の就航も開始されているほか，博

多港においても近年出入国者数が急増している。

そこで，平成 19 年度には羽田空港において大幅に増加している出入国審査業務を円滑かつ厳格

に処理するための現場責任者として統括審査官２名を配置し，同空港における業務全体の指揮・

監督者として新たに首席審査官（所長）を配置した。

また，千歳苫小牧出張所が管轄する新千歳空港は定期便及びチャーター便が多く就航しており，

平成 18 年６月から定期便が就航している旭川空港やチャーター便が頻繁に就航する帯広空港の出

入国審査を広範的に指揮・監督するために統括審査官（所長）を首席審査官（所長）とし，現場

責任者として統括審査官を新たに配置した。

さらに，両出張所に首席審査官を配置したことにより，首席審査官は出張所に所属する出入国

審査支援要員の連絡調整業務に専従することができ，全国の地方空・海港におけるチャーター便

等の出入国審査支援業務を効率的かつ機動的に運用することが可能となり，地方空・海港におけ

る円滑かつ厳格な出入国審査を行うための体制を整えることができた。

（２）在留管理体制の強化に伴う組織の拡充
我が国に在留する外国人が年々増加していく中で，外形上は正規の在留者を装っているものの，

虚偽の書類を提出して上陸許可等を受け，あるいは，在留資格に該当する活動を行うことなく不

法就労を行ったり，犯罪を犯すなど公正な出入国管理を阻害する偽装滞在者に係る問題が深刻化

している。

前記の「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」や平成 18 年 12 月の「規制改革・民間開放

推進会議の第３次答申」においては，「在留外国人の入国後におけるチェック体制の強化」が求め

られており，20 年３月 25 日に閣議決定された「規制改革推進のための３か年計画（改定）」にお

いて，関係法案を 21 年通常国会までに提出することが再確認されている。

平成 16 年 12 月２日施行の改正入管法には，偽りその他不正な手段で上陸許可の証印を受ける

などした外国人の在留資格を取り消す制度が導入され，また，19 年 10 月１日から施行された改正

雇用対策法には，厚生労働省（職業安定所）から雇用状況報告制度に基づく外国人の就労状況に

関する情報提供を受けるための規定が盛り込まれるなど，在留管理の強化に資するための環境が

整備されつつある。

これらの動きを踏まえ，平成20年度には，東京入国管理局に統括入国警備官１人を増設した上で，

偽装滞在者に係る情報を収集・分析する偽装滞在対策担当を設置した。また，同じく同局に統括
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審査官１人を増設し，偽装滞在者などの在留資格取消手続に係る事務に専門的に取り組む意見聴

取担当を設置し，外国人の在留管理に係る事務を適正，厳格かつ迅速に処理できる体制を整備した。

（３）不法滞在者対策の強化に伴う組織の拡充
平成 20 年１月１日現在の我が国における不法残留者数は約 15 万人であり，過去最高であった

５年５月１日現在の約 30 万人に比べると約 15 万人程度減少したものの，依然として高い水準に

あると言える。第２部第３章のとおり，これら不法滞在者の半減を図るため，大都市圏を中心に

入管法違反者の摘発体制の整備を進めており，15 年度以降，次のように組織の拡充を図ってきた。

平成 15 年度には，東京入国管理局に，地域住民，関係機関等からの不法滞在者に関する情報を

一元的に受理・収集・分析して各警備部門に提供する組織として，調査企画部門を新設するとと

もに，新宿区内を中心に不法滞在者などの入管法違反容疑者に関する違反調査，各種情報収集及

び摘発を強化するため新宿出張所を設置した。

平成 16 年度には，新宿出張所に統括入国警備官１名を増設した上で，不法滞在者が特に集中す

る新宿，渋谷，赤坂，池袋などの繁華街をはじめ，管内１都８県を分担して専門的かつ機動的に

摘発を行うため，摘発方面隊を設置した。

平成 17 年度には，名古屋入国管理局に同局管内の摘発に専従する調査第一部門を新設し，摘発

方面隊を設置，18 年度には，大阪入国管理局に摘発方面隊を設置し，効果的かつ的確な不法滞在

者対策を実施していくこととした。

このほか，平成 18 年度には不法滞在者対策の強化に伴い，首都圏において摘発された外国人を

収容するための施設の拡充と，処遇・送還体制の整備が必要となったことから，東京入国管理局

成田空港支局の収容場の大幅な拡充を行い，企画管理・執行部門及び処遇部門を新設し，適切な

処遇と円滑な送還を行うこととした。

平成 19 年度には摘発方面隊の再編に伴い，東京入国管理局東部出張所を新設したほか，立川出

張所に新たに摘発班を配置し，これを指揮する統括入国警備官を新設した。東京都東部地区に摘

発型出張所の設置及び立川出張所に摘発班を新たに設置することにより，関係機関との連携を強

化することで地域に密着した効果的な摘発の実施が可能となった。

同じく平成 19 年度には，大阪入国管理局の新庁舎移転により収容施設が大幅に拡充され，管内

の不法滞在者削減に向けた積極的な摘発を行い，被収容者の適正な処遇及び円滑な送還を行うた

めに執行担当の首席入国警備官を増設し，処遇部門には処遇企画担当，男子区処遇担当及び女子

区処遇担当の統括入国警備官を，執行部門には執行企画担当及び執行担当の統括入国警備官を配

置し，増加する処遇・執行業務に専門的に対応できるようにした。

平成 20 年度は，名古屋入国管理局の新庁舎への移転に伴い，大阪入国管理局同様その収容施設

が大幅に拡充することとなるため，これまで以上に積極的な摘発の実施が可能となり，同時に被

収容者の処遇及び送還についても，より専門的，適正かつ円滑な業務の遂行を実現する必要が生

じることから，同局に首席入国警備官２人を増設の上，処遇部門及び執行部門を新設し，処遇部

門には処遇企画担当，男子区処遇担当及び女子区処遇担当の統括入国警備官を，執行部門には執
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行企画担当及び執行担当の統括入国警備官を配置した。加えて，同局に警備監理官１名を配置す

ることにより，増大する同局の退去強制関係業務全般を的確に指揮，監督し効果的・効率的な業

務運営を維持できるようにした。

（４）地方入国管理局の出張所の整理・統廃合
地方入国管理局の出張所（支局の出張所を含む。）については，元来，外航船舶の乗員・乗客の

出入国審査を目的として設置された歴史的事情を背景に，その大半が全国の海港区域内に立地し

ていたが，国際間の主たる輸送手段が船舶から航空機に移ったことに伴い，空港における出入国

審査が主となった。また，就労，勉学，日本人配偶者等との同居などを目的に長期間我が国に在

留する外国人が増加したことにより，これら行政のニーズの変化に応えるために，空港や外国人

が多数居住する都市部に出張所を新設，あるいは移転する必要が生じた。

そこで，入国管理局では，海港に設置されている出張所の整理・統廃合を進めるとともに，国

際線が数多く就航している地方空港や，都道府県庁所在地その他主要都市に出張所を設置するな

ど，出張所の再配置に努めてきた（表 52）。

表52　地方入国管理局の出張所の整理統廃合状況（実績）
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今後とも，出入国審査，在留審査及び入管法違反者に係る情報収集等を総合的に行う「出入国

管理総合事務所」型の出張所の整備を進めることにより組織の合理化・効率化を図っていく必要

がある。

これらの動きは，平成 11 年４月に閣議決定された「国の行政組織等の減量，効率化に関する基

本的計画」の中で示されている，「地方入国管理局出張所については，海型から内陸型への再編を

進めるとともに，縮減を図る」との基本方針に沿ったものである。

第２節◆職員

� 入国管理局職員
入国者収容所及び地方入国管理局には，出入国管理業

務に従事する職員として，入国審査官，入国警備官が配

置されているほか，一般行政事務を行う職員である法務

事務官及び医師等の法務技官が配置されている。

入国審査官は，①上陸及び退去強制についての審査及

び口頭審理，②収容令書又は退去強制令書の発付，③仮

放免，④難民認定及び在留資格諸申請等に関する事実の

調査を行うほか，法務大臣の補助機関として，在留資格

審査等を行っている。

入国警備官は，①入国，上陸又は在留に関する違反事件の調査，②収容令書又は退去強制令書を執

行するため，その執行を受ける者の収容，護送，送還，③入国者収容所，収容場における被収容者の

処遇及び施設の警備など入管法違反者の取締りを行っており，「国家公務員法」及び「一般職の職員

の給与に関する法律」の規定の適用については警察職員とされ，危険な業務に従事することも多いこ

とから，公安職職員となっている。

入国警備官には，摘発等の部隊組織で行動する際の指揮命令を明らかにするため，７つの階級（上

位から警備監，警備長，警備士長，警備士，警備士補，警守長，警守）が設けられている。

また，入国審査官及び入国警備官は，個々の職員が独立した出入国管理業務の専門家としての業務

を行うことから，「専門官制」が導入されている。業務処理に必要な法律知識に加えて，バランスの

とれた国際感覚，外国人の多様な風俗，習慣，宗教及び人権に配慮した柔軟な対応が求められている。

� 増員
入国管理局関係の職員数は，平成 20 年度は 3,413 人で，５年前の 15 年度の 2,693 人と比べ約 27％，

720 人増加している。しかし，この間も業務件数は高水準で推移しており，加えてテロ行為・不法入

国防止のための入国審査の厳格化，巧妙化する偽変造文書への対策，入国後の外国人に係る在留管理

の強化，外国人犯罪の温床とも指摘されている不法滞在者の摘発強化など業務内容も複雑・困難の度
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合いが増している。このような状況に的確かつ迅速に対処し，国民の行政ニーズに応えていくために

は，更なる増員が望まれる（図 25，表 53）｡

表53　入国管理官署職員定員の推移

図25　入国管理官署職員定員の推移
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平成 20 年度においては，入国審査官，入国警備官併せて 193 人が増員措置されており，その概要

は以下のとおりとなっている。

（１）事前旅客情報システム（APIS）を利用した出入国審査体制の強化等
平成 17 年１月４日から，警察庁，財務省及び法務省が共同で運用している事前旅客情報シス

テム（APIS）は，航空会社が搭乗手続時に取得した旅客情報を航空機が到着する前にチェック

することにより，テロリストをはじめとする国際的な組織犯罪者などの要注意外国人の入国を

阻止することに大変有効なシステムである。当初 APIS は航空会社の任意参加であったが，19

年２月１日に施行された改正後の出入国管理及び難民認定法により，本邦に到着するすべての

航空機及び船舶に，乗員・乗客の氏名等の事前提出が義務付けられたことを契機に，航空会社

の APIS への参加が急増している。

このため，平成 20 年度は多数の航空会社から寄せられる APIS 情報を迅速かつ確実に処理す

るための要員として，成田空港支局に入国審査官 29 人の増員が措置された。

また，アジア・ゲートウェイ構想により，更なる国際化を目指すこととなった羽田空港にお

いては，平成 19 年９月から上海との間に国際チャーター便が就航しており，出入国者の増加が

見込まれたため，羽田空港出張所の出入国審査要員として入国審査官９人の増員が措置された。

（２）外国人雇用状況報告による稼働情報を活用した在留管理体制の強化
我が国に在留する外国人が年々増加していく中で，偽装結婚などにより外形上は正規の在留

者を装いつつも，実態としては専ら単純労働に従事したり，犯罪組織に加入又は協力して犯罪

を行う偽装滞在者が我が国に与える悪影響が深刻化している。

平成 15 年 12 月の「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」や 18 年 12 月 25 日規制改革・

民間開放推進会議の「規制改革・民間開放推進会議の第３次答申」においても，「在留外国人の

入国後におけるチェック体制の強化」が求められたことを受け，19 年 10 月１日から改正雇用対

策法に基づき厚生労働省（職業安定所）から外国人雇用状況報告制度による外国人の稼働情報

の提供を受けることとなった。

この外国人稼働情報及び既存の外国人登録制度や在留審査などから得られる情報を在留審査

や法違反外国人の摘発に有効に活用するには，一元的に情報を集約し分析することがより効果

的であるため，東京入国管理局に情報分析要員として入国警備官 15 人の増員が措置された。

また，分析された情報を基に迅速に偽装滞在者に対する適切な措置を講じるため，意見聴取・

在留資格取消要員として札幌及び高松を除く各地方入国管理局に入国審査官 23 人（東京 13 人，

名古屋及び大阪３人，福岡２人，仙台及び広島１人）の増員が措置された。

さらに，不法滞在者に係る情報を基に違反調査・摘発を行うための要員として，東京入国管

理局に入国警備官 20 人の増員が措置された。
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（３）名古屋入国管理局における摘発体制の強化等
名古屋入国管理局は，愛知県，三重県，静岡県，岐阜県，福井県，石川県及び富山県の７県

にわたる広範囲を管轄し，日本国内における有数の工業地帯を有していることから不法就労者

の吸引力も強く，同局管内に潜伏する不法滞在者も相当数に及んでいる。

このため，平成 17 年に同局管内の摘発体制強化のため，愛知，三重，静岡県の東海方面と岐阜，

福井，石川及び富山県の北陸方面を担当する摘発方面隊等の整備が行われたが，依然，関東地

区に次いで不法就労者が多い同局管内において，特に東海方面の摘発体制強化が求められてい

ることに加え，同局は 20 年度に新庁舎へ移転し収容施設が大幅に拡充されるところ，警察等関

係機関から引き渡される不法滞在者の増加も見込まれる。

これらの状況から，同局の東海方面隊の体制強化及び関係機関から引き渡される不法滞在者

の違反調査などの要員として入国警備官 35 人の増員が措置され，静岡出張所にも違反調査・摘

発要員として入国警備官４人の増員が措置された。これに伴い，同局において適正・迅速な違

反審査を行うための要員として入国審査官６人，拡張される収容施設の処遇・監視要員として

入国警備官 23 人，及び効率的な収容施設の運用を実現する執行要員として入国警備官 11 人の

増員が措置され，同局における摘発体制の充実・強化が図られた。

また，東京入国管理局においては，退去強制事由に該当しているが，引き続き本邦での在留

を希望して在留特別許可を得ようと法務大臣に異議を申し出る事案が依然として高水準で推移

している状況にある中，在留を希望する理由も多岐にわたる上，偽装結婚などの複雑な事案も

少なくなく質的困難性が高まってきたため，同局の違反審判要員として入国審査官４人の増員

が措置された。

（４）東京入国管理局における難民審判体制の強化
難民の認定については，平成 17 年に難民審査参与員制度が導入されたことにより難民認定手

続の公平性・中立性が一層高められている中，申請数も 17 年の 384 件から 18 年には 954 件と

急増し，19 年においても 816 件とやや落ち着きを見せたものの依然として高水準にある。19 年

には，これら急増する難民認定申請に係る調査を迅速かつ適正に行うため，東京入国管理局に

難民調査官 12 人の増員が措置されたところである。

他方，申請数及び処理能力の向上によって，難民として認定されなかった者からの不認定処

分に対する異議申立て件数も平成 17 年が 183 件であったのに比べ 19 年は 362 件へと倍増した。

これら異議申立て事案の処理を滞らせることは，難民の保護を遅らせることにもなりかねない

ばかりか，国際社会における我が国への信用を損なうおそれもあり，難民審査参与員制度の円

滑かつ適切な運用を維持することが求められている。

そこで，難民認定手続における異議申立てに係る調査など難民審判体制を充実強化するため，

東京入国管理局に難民調査官 14 人の増員が措置された。
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� 研修
近年，我が国に出入国する外国人は年々増加し，また，在留の形態も多岐にわたっていることから，

業務量の増大のみならず，その内容も複雑・困難化している。このような状況に対処するためには，

入国管理局関係職員の資質・能力の向上が必要不可欠であり，研修体制の充実・強化に取り組んでいる。

法務省の研修機関である法務総合研究所によって実施される初任者，中堅職員，管理者等を対象と

した体系的な研修に加えて，職員の専門知識を向上させるために偽変造文書鑑識従事者研修，入国在

留審査事務従事者研修，難民認定事務従事者研修，入国警備官警備処遇担当官研修，情報システム等

運用担当職員研修等各種の実務研修を実施している。このほかに，人権関係，メンタルヘルス関係の

研修，警察等の関係機関が行う研修，海外研修

等，外部講師を招いた研修に職員を積極的に参

加させるなどして，幅広い知識・経験を積ませ

るように努めている。

また，入国管理局の業務は主として外国人を

対象としていることから，職員に対する英語，

中国語，韓国語，スペイン語等の語学研修を語

学専門学校等に委託し，業務に必要な語学能力

の向上を図っている。
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第１節◆予算

出入国管理行政の予算の推移は，図 26 のとおりであり，近年の厳しい行財政事情の中，当局が推

進する各種施策の実施に必要な経費が認められ，体制の整備・拡充が図られている。

また，電子計算機運用関連予算については，各システムの合理化による経費節減を継続的に推進

した結果，平成 15 年度予算をピークに年々経費の縮減が図られてきたが，20 年度予算においては，

19 年度予算に引き続きバイオメトリクスを活用した出入国審査体制の構築経費が認められたことな

どにより，同予算が大幅に増加している（図 26，図 27）。

資料編６　予算等

図26　予算額の推移
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第２節◆施設

平成 20 年３月 31 日現在，全国に８か所ある地方入国管理局は，法務単独庁舎（東京，名古屋，大阪），

法務合同庁舎（仙台，高松），行政合同庁舎（札幌，広島）及び民間施設（福岡）にそれぞれ入居し

ている。また，地方入国管理局支局及び出張所は，港湾合同庁舎，行政合同庁舎，空港ターミナル

ビル及び民間並びに公有の施設に入居している。

さらに，全国に３か所ある入国者収容所は，いずれも平成５年以降に完成した近代的な施設であり，

法務単独庁舎（大村）及び法務総合庁舎（東日本，西日本）として整備している。

今日，国際化の進展に伴い，我が国に入国・在留する外国人は，年々増加傾向にあるほか，依然

として多くの不法滞在者が存在し，その数は高水準で推移している。このような状況に的確に対応

するため，地方入国管理官署では近年において，庁舎新営，収容場の増築などを通じて収容能力の

拡充を図ってきている。その一環として，平成 19 年度には，大阪入国管理局（収容定員 42 人→ 200

人）及び名古屋入国管理局（収容定員 120 人→ 400 人）の新庁舎が完成を見たところであり（法務

単独庁舎），20 年度には，東京入国管理局横浜支局新庁舎が完成する予定となっている。
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図27　電算関連主要予算額の推移
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入国管理局としては，今後も出入国管理行政の適正な運営を確保するため，必要に応じた施設整

備を積極的に実施していきたいと考えている（表 54）。

表54　収容定員の推移
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